「２０１０年版不公正貿易報告書・貿易救済措置制度・
平成２２年版通商白書」説明会開催のご案内
経済産業省では、「平成２２年版通商白書～国を開き、アジアとともに生きる日本～」及び「２０１０年版不公正貿易報告書～WTO協定及び経済連携協定・投資協定から見た主要国の貿易政策～」を公表しました。

平成２２年版通商白書では、金融危機からの世界経済の回復に影響を及ぼしたメカニズムについて分析を行い、その中で我が国が取るべき針路及び対外的な経済戦略と政策を紹介しています。

また、２０１０年版不公正貿易報告書では、各国・地域ごとの貿易政策・措置のうち国際ルール上問題となると思われる措置について相手国へ指摘を行い、撤廃や改善を促した経過を紹介しています。

一方、不公正な貿易取引や輸入の急増等の特別の事情により、国内産業が損害を受けている場合には、ＷＴＯ協定上認められているアンチダンピング・相殺関税・セーフガード等の貿易救済措置を発動することが可能です。この貿易救済措置制度について、調査手続の透明性を向上させ、調査事務を円滑化するため、２００９年４月に制度改正を行いました。

このたび下記のとおり「２０１０年版不公正貿易報告書」、「我が国の貿易救済措置制度の概要」、及び「平成２２年版通商白書」の説明会を開催しますので、ご案内申し上げます。

平成２２年１０月１２日（火）名古屋会場
　　
「２０１０年版不公正貿易報告書・貿易救済措置制度・

通商白書」説明会参加申込書

	貴　社　名

　　・

貴団体名　
	

	ご 連 絡 先
	〒



	
	TEL:
	FAX：

	ご出席氏名
	氏名:

(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:　　　　　　　　　　　　)
	所属/役職:

	
	氏名：

(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:　　　　　　　　　　　　)
	所属/役職

	
	氏名:

(ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ:　　　　　　　　　　　　)
	所属/役職:

	今後、国際課から、説明会や施策等の情報をお送りしてもよろしいですか？

　　　　　　　　□送付を希望する　　　　　　　　　　　□送付を希望しない


※お席に限りがございますので、お早めにお申込みいただきますようお願いいたします。

※参加証は発行しません（定員を超えた場合には別途ご連絡します）。当日会場までお越しください。公共交通機関のご利用をお勧めします（地下鉄名城線市役所駅４番出口から徒歩５分）。

※お名前、ご連絡先などの個人情報につきましては、本説明会に関連する事業及び中部経済産業局が関連する説明会や施策等の情報発信以外には使用いたしません。
日　 時：平成２２年１０月１２日（火） 　１４時００分～１６時３０分


場　 所：中部経済産業局　１階　特別会議室


愛知県名古屋市中区三の丸２－５－２


（地下鉄名城線市役所駅4番出口徒歩５分） 


定　　員：４０名（先着順）


参加費：無　料


主　　催：中部経済産業局


＜内容＞


◆第一部◆　「２０１０年版不公正貿易報告書について」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


通商政策局　通商機構部


◆第二部◆　「我が国の貿易救済措置制度の概要について」


　　　　　　　　　　　　貿易経済協力局　貿易管理部　特殊関税等調査室


◆第三部◆　「平成２２年版通商白書について」


　通商政策局　企画調査室


○申込み方法


　出席を希望される方は、裏面の説明会参加申込書を、１０月７日（木）までに中部経済産業局国際課あてFAX（052-961-7829）でお申込み下さい。


【問い合わせ先】


　中部経済産業局地域経済部国際課（担当：宮田、松宮）


　　TEL:052-951-4091   FAX:052-961-7829   HP: http://www.chubu.meti.go.jp/





中部経済産業局　国際課  行


（FAX　０５２－９６１－７８２９）











